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取調べの録画による可視化法案


の概要


全ての犯罪取調べに可視化    


（ビデオ、録音）を導入  


段階的に適用して 


 スムーズな全面施行へ  


・・・（軽微な道交法違反、条例違反以外はほとんど該当） 


 殺人、強盗殺人、現住建造物等放火、傷害致死、強姦、窃盗、傷害、死体遺棄、


詐欺、横領、背任、住居侵入罪、公務執行妨害、文書偽造、自動車運転過失致死傷、


業務上過失致死傷、公職選挙法違反（単純買収）道路交通法違反（酒酔い、酒気帯


び運転、ひき逃げ、過労運転） 


道路交通法違反（速度超過、無免許運転、駐停車違反、信号無視、一時停止違反）、


条例違反（迷惑防止条例違反）、軽犯罪法違反 


非該当の軽微事件とは？ 


 


警察官以外に捜査権限が与えられている者（労働基準監督官、麻薬取締官、海上保


安官、監獄職員、船長、自衛隊警務官） 


特別司法警察職員とは？ 


法律公布 


 


１年６月以内 
死刑、無期、長期３年以上の犯罪を対象 


特別司法警察職員の取調べは除外 


 


３年以内 全ての犯罪を対象 


死刑、無期、長期３年以上の犯罪とは？ 








公判前整理手続における証拠開示 


（改正後のイメージ） 


 
  


 


 


                  裁判所が充実した審理を継続的、計画的、 


                 迅速に行うため必要があると認めるとき 


                 （裁判員制度対象事件では必要的に実施） 


 
 
       ＜検察官＞             ＜被告人･弁護人＞ 


 


    ○公判における主張予定の明示 


    


 


 


 


 


 


 


 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                 ※ 開示について争いがある場合、裁判所が裁定する 


     


公訴提起 


公判前整理手続の決定 


公判前整理手続 


公判期日 


○リストに基づき、検察官請求証


拠の証明力を判断するために


重要な一定類型の証拠（類型証


拠）の開示請求 


○公判における主張予定の明示 


○リストに基づき主張関連証拠


の開示請求 


○検察官請求証拠の取調べ


請求･開示 ※ 


 


○類型証拠の開示 ※ 


○主張関連証拠の開示 ※ 


○検察官手持ち証拠のリス


トの開示 


 





